
令和６年度第２回静岡市健康福祉審議会健康づくり専門分科会 

 

日 時 : 令和７年１月 30 日(木)午後７時～８時 30 分 

場 所 : 静岡市役所新館低層棟３階 茶木魚 

 

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

(１) 健康爛漫計画（第３次）重点的取組事項への取り組み状況について 

 ①生活習慣病予防・重症化予防 資料１ 

 

 

 ②誰もが健康になれる環境づくり 資料２ 

 

 

 ③関係機関との連携と協働 資料３ 

 

 

(２)報告事項 

  ・保健福祉センター再編及びこども家庭センターの機能強化について 資料４ 

 

３ 挨 拶 

 

４ 閉 会 
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令和６年度第２回健康爛漫計画推進作業部会 

グループワークまとめ 

 

◆グループワーク概要 

テーマ：誰もが自然に健康になれる環境を実現するためにできること 

① グループ内で自由にアイデアを出してみる 

② ①で出たアイデアの中から１つ選び（●がついた案）、具体的な取り組み内容を考える 

◆当日の意見 
 ① アイデア出しで出た意見 ② 具体的な取り組み案 

A ●ストレッチ動画を庁内 PC で流す 

〇庁舎の食堂で、補助金を出して減塩メニュ

ーを安価で提供 

〇高齢者向けラジオ体操(参加でポイント) 

〇自転車専用道路の整備 

〇運動施設利用時の駐車料金無料 

市役所職員を対象に、デスクでできる運動の動画

を各自の PC で昼休みに流す。 

デスクワークと関連深い、肩こり ・腰痛の解消等

をテーマに、数分で気軽にできるものを紹介。動

画を見ると、ポイントがたまるなどのインセンテ

ィブを付与する。 

Ｂ ●健診結果を前年と比較して改善した人・所

属にご褒美（商品券など） 

〇始業前のラジオ体操 

〇朝のエレベーターを使用中止にする 

〇職場にトレーニングスペースをつくる 

個人や事業所対抗などの形式で、健診結果を前年

と比較。良い人・所属には商品券などのインセン

ティブを付与。 

健診結果が良くなるよう、各自食事・運動・生活

習慣の改善に取り組むことを期待する。好事例は

共有する。 

Ｃ ●(地域リハで実施している取組) 

ＬＩＮＥを使用して介護予防動画の配信

し、隙間時間を活用した運動を促す 

〇ストレス解消につながる呼吸法の周知、職

場で始業前等に実践 

〇更衣室を事務所と離れた階に設置する 

（介護予防から対象を拡大して） 

週に１回程度、１～２分程度の動画を配信し、隙

間時間に運動を促す。関係課から集めた健康コラ

ムを一緒に配信する。 

対象の世代にあわせた、健康づくりに関するショ

ート動画を作成する。 

Ｄ ●図書館にウォーキングマシーンを設置。 

〇椅子をバランスボールにする 

〇窓やカーテンを開け、日光にあたる 

〇屋内で運動できる場所の設置 

図書館の利用者を対象に、バランスボールの貸し

出しや図書館内にウォーキング等ができるマシ

ンを設置する。 

電子図書館の読み上げ機能を使用しながら、運動

の機会を提供する。 

図書館の集客にもつながる可能性がある。 

Ｅ ●ＰＣの利用頻度が多い職場で、身体負担が

軽減されるグッズを支給する 

〇例えば 「肥満はモテない」など、健康とは違

う視点からアプローチする 

〇トイレの個室に便色チャートを設置する 

体への負担が軽減するマウス、ノートパソコン用

の台などを個人負担とせず、職場で支給する。 

予算などがネックになるため、労働組合からも働

きかける。 

Ｆ ●減塩グルメ大会開催する 

〇給食等の機会を利用して、こどもの頃から

の食育を行う 

〇ゲーム形式やポイント制など 

B 級グルメ大会のような形で、減塩などの体に良

いメニューの大会を開催し、まずは食べて味や自

分に合った食事量等を知ってもらう。 

飲食店などに減塩メニューを出店してもらい、コ

ンテスト形式で競う。 

 

資料２ 
令和７年 1 月 30 日  

静岡市健康福祉審議会健康づくり専門分科会 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

保健福祉センターの再編及びこども家庭センターの機能強化（案）について 

みなさまのご意見を募集します 

意見募集期間：令和７年 1 月 22 日（水）～２月 21 日（金） 

現在、静岡市では、「保健福祉センターの再編及びこども家庭センターの機能強化」について検討しています。 

具体的には、 

〇市内に９箇所ある保健福祉センターを３箇所（葵区は城東、駿河区は南部、清水区は清水）にし、保健福祉センターの

事業（各種健診、健康相談、各種教室等）を継続します。 

〇効果的な健康・保健事業を展開するため、保健福祉センターに配置している職員（保健師・栄養士・事務職など）を各

区役所に集約して、新しい組織を設置します。 

〇集約した新しい組織は「こども家庭センター」※と横並びで配置し、保健師が「こども家庭センター」の母子保健機能の

役割も担うことで、母子保健と児童福祉の支援の切れ目を解消します。 
 

※全ての妊産婦・子育て世帯・子どもへ、母子保健機能と児童福祉機能の一体的な相談支援を行う組織 
 

再編に関する Q＆A 

 

 

静岡市内に在住または通勤・通学

する方や、市内の法人、団体な

ど、どなたでも提出できます。 
 

対象者 

申込フォーム、意見書を郵送か FAX、直接、健康づくり推進課（静岡庁舎 12 階）に

持参 ［1/22(水)～2/21(金)必着］  

※案と意見書は同課、各区市政情報コーナー、各保健福祉センター・市 HP にあり

ます。 URL:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s7463/s012320.html 

資料４ 

【問い合わせ先】  〒４２０－8602 静岡市葵区追手町５番１号 静岡庁舎 新館１２階 

                  静岡市役所 保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 総務係 

                  ［電 話］ ０５４－２２１－1５７１（直通）   ［ファクシミリ］ ０５４－２５１－００３５ 

提出方法 

意見募集の趣旨 

Q. 保健福祉センターに提出していた福祉等の申請はどう

なるの？ 

A.３箇所の保健福祉センター（城東・南部・清水）と代替施

設※にて引き続き申請を受け付けます。 
◎申請できる種類は調整中 

Q．母子健康手帳はどこに行けば発行してもらえるの？ 

A．母子健康手帳は、各区役所に設置する「こども家庭センタ

ー」と清水福祉事務所蒲原出張所で発行します。 

保健師等の専門職が対応しますので、妊娠期の過ごし方、出産

や育児のこと、ご心配なことなど、お気軽にご相談ください。 

Q．１歳６か月児健診、３歳児健診はどこ

に行けばいいの？ 

A.３箇所の保健福祉センター（城東・南部・

清水）で実施します。（駐車場あり） 

実施日を増やすため、指定日に受診でき

ない場合は変更も可能です。 

Q. 区役所に職員を集約することで離れた

地域の人は相談しにくくなるのでは？ 
A. 訪問支援や出張型の健康教育等、地域に

出向く活動を強化します。 

今後も継続して地区担当保健師が住民の

方々の健康を支援します。 

Q．健康に関する相談をしたいとき

はどこに行けばいいの？ 

A.各区役所、３箇所の保健福祉セン

ター（城東・南部・清水）と代替施設※

で継続してお受けします。 

※代替施設：使用しなくなる保健福祉センターの近隣の生涯学習センターなど 

Q.いつからこの体制になるの？ 
A.令和８年４月からの新体制開始を目指して

いますが、開始時期がズレ込む可能性もあり

ます。 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s7463/s012320.html

